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武情審答申第35号 

令和３年７月６日 

 

武蔵野市長 松 下 玲 子 殿 

 

武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会 

会長 室 井 敬 司 

 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

  審査請求人による令和２年 10 月 27 日付け「武蔵境駅北口市有地有効活用事業クオラ

における屋上テナントのテントの状況等の確認用提出物ならびに調査資料（写真があれ

ば撮影時間も）令和２年 10月 1日〔101 日は誤記と認める。〕以降」の開示請求（以下「本

件開示請求」という。）に対して、実施機関がした同年 11 月 27 日付け非開示決定（以

下「本件非開示決定」という。）は、本来一体として判断対象とすべき行政文書の一部

を判断対象から除外した上でなされたものと認められることから、これを取り消した上

で、改めて本件開示請求の対象行政文書全体（後記２(2)①に係る行政文書を除く。）に

ついて判断し決定を行うべきである。 

 

２ 本件の概要 

  (1) 審査請求人は、令和２年 10月 27 日、武蔵野市情報公開条例（平成 13年３月 23日

武蔵野市条例第５号。以下「条例」という。）第８条に基づき、実施機関に対し、本

件開示請求を行った。 

  (2) 本件開示請求に対し、実施機関は、同年 11 月 27日、資産活用課に関し、対象行政

文書の不存在を理由に非開示決定を行った（２武総資第 73号）。 

   さらに、実施機関は、同日、建築指導課に関して、判断対象となる行政文書の件名

を、①「武蔵境駅北口市有地有効活用事業クオラにおけるテナント等との打ち合せ記

録（令和２年 10 月以降）」とした行政文書については一部開示決定を行い、②「武蔵

境駅北口市有地有効活用事業クオラにおける屋上テナントのテントの状況写真（テナ

ントによる報告）（令和２年 10 月以降）」とした行政文書（以下「本件非開示文書」）

については、「当該法人〔当該テナントの事業者〕の競争上や事業運営上の地位が損なわれ、

事業活動に支障を及ぼす恐れがあること。また、建築基準法の監察業務上、通例で公

にしない条件で自主的な提出を受けた文書であり、今後、当該法人の不協力など監察

業務遂行に支障をきたす恐れがあるため」との理由により、全部非開示とする本件非

開示決定を行った（２武都建第 65号）。 

  (3) これに対して、審査請求人は、令和２年 12 月 23日、上記②の本件非開示決定につ

いて、これを取り消し、個人情報にかかわるもの以外の開示の裁決〔「採」決は誤記と認

める。〕を求める旨の審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

 (4) 審査請求人の審査請求の理由は、概ね次のとおりである。 



- 2 - 

   ア 本件非開示文書を開示しても、対象事業者の「事業活動に支障を与えるものと

は到底考えられない」から、条例第９条第３号本文に該当せず、むしろ、「市が

是正指導や違法行為の指摘をしたことに対して、その後の状況を確認するための

情報」として提供されるべきである。 

   イ また、本件非開示文書を開示したとしても、「市の業務においても阻害されな

い」と考えられることから、条例第９条第６号本文にも該当しない。 

   ウ さらには、本件非開示文書の開示を受けて「違法行為等の是正を確認」するこ

とは「市民の財産である市有地」である「財産を保護するために、公にすること

が必要である」から、条例第９条第７号においてはただし書きの例外事由に該当

する。 

   エ 以上により、本件非開示文書は開示されるべきである。 

 (5) 実施機関の本件非開示決定の理由及び理由説明は、概ね次のとおりである。 

   ア 本件非開示文書は、「毎営業日ごとのテントの稼働状況や予約状況の報告とと

もに営業終了後のテントの状況を撮影した写真情報である」ことから、当該テナ

ント事業者の事業活動に係る情報であり、「運営施設の日々の稼働状況」を明ら

かにし、「営業売上等を予測可能な基礎情報であると言える」ことから、条例９

条３号本文に該当する情報である。 

   イ また、本件非開示文書は、「特定行政庁からの指示を受け、当該事業者より任

意かつ自主的に提出」されているものであるところ、当該事業者は開示しないこ

とを求める意見を述べており、その意見に反して本件非開示文書を開示すれば、

「任意に行う資料提供等が適切に行われなくなるなど」、市の監察業務に係る「事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」というべきであるから、条例９条

６号本文に該当する情報というべきである。 

   ウ さらに、本件非開示文書は、事業者から提供を受けた経過及び本件開示請求が

なされた時点での事業者の意見の確認結果を踏まえれば、条例第９条第７号本文

の要件に該当する任意提供情報であり、かつ「公にすることにより得られる公益

上の利益は、非開示にすることにより保護される第三者の権利利益とを比較衡量

した場合、より少ない」というべきであるから、条例第９条第７号ただし書きの

例外事由にも該当しない。 

   エ 以上により、本件非開示文書は条例第９条第３号、第６号及び第７号の各本文

に該当し、かつ同条第７号ただし書きにも該当しないことから、本件審査請求は

失当である。 

 

３ 審査会の判断 

  (1) 本審査会による実施機関からの理由説明聴取の過程で、本件非開示文書は当該テナ

ントから市に対する定期的な各電子メールによる報告に添付された各画像データであ

ったこと及び各電子メールの本文にはそれぞれの添付画像に係る説明が記載されてい

ることが、それぞれ明らかになった。 

   そして、上記理由説明聴取の結果、本件非開示決定は、各電子メールの本文を対象

行政文書に含めず、添付された各画像データ（＝本件非開示文書）のみを取り出して
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これを判断対象としたものと認められ、各電子メール本文と一体のものとして開示の

当否が判断された形跡を認めることはできなかった。 

 (2) 前記のとおり、本件開示請求の対象はあくまでも「屋上テナントのテントの状況等

の確認用提出物ならびに調査資料（写真があれば撮影時間なども）」とされており、

上記各電子メールによる報告に関しては、請求対象が必ずしも本件非開示文書に限定

されているものではないことは明らかである。 

    加えて、本件非開示決定の理由に係る該当性判断を行うにあたっては、上記各電子

メールの本文と本件非開示文書とを一体のものとして検討することが不可欠であると

認められる。 

   そうすると、本件非開示決定は、本来であれば一体として開示の当否が判断される

べき対象行政文書の一部のみを対象として判断されたものと言わざるを得ない。そう

であるとすれば、改めて本件開示請求の対象行政文書全体について判断し直した上で

開示ないし非開示の決定をすべきであるから、本件非開示決定は、取消しを免れない

ものと思料し、「１ 審査会の結論」記載のとおり判断する。 

 

４ 実施機関に対する意見（付言） 

  非開示決定通知書等における理由付記に関する要望は、武情審答申第34号に係る答申

に記載した内容と同様であるので、これを引用する。 

 

５ 審査の経過 

年月日 審議経過 

令和３年２月３日 諮問 

令和３年３月３日 実施機関より理由説明書収受 

令和３年３月11日 審議（第16期第４回審査会） 

令和３年４月13日 実施機関より補充説明書収受 

令和３年４月14日 審議（第16期第５回審査会） 

令和３年５月25日 審議（第16期第６回審査会） 

令和３年７月６日 審議（第16期第７回審査会） 

以上 


